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広報編集特別委員会議会だより議会だより

〝 二ツ森貝塚ジュニアガイド ＂が熱心に活動中！！（詳しくは、９ページをご覧ください。）
　二ツ森貝塚ジュニアガイドは、二ツ森貝塚館の来場者が縄文文化に親しみ、楽しんでも
らえるように、自分で作った資料を見せながら展示物を説明するガイド活動をしています。
　自身の学びを深め、文化の振興に貢献しているすばらしい活動です。

も  

く  

じ

４月臨時会の主な審議内容…………………………………… ２
６月定例会の主な審議内容…………………………………… ３
６月定例会一般質問（質問項目）……………………………… ４
一般質問（５人の質問内容）…………………………………… ５
≪教えて！にんに君≫、≪二ツ森貝塚ジュニアガイドの紹介≫…… ９
委員会の動き…………………………………………………… 10

・発行　七戸町議会　・編集　議会広報編集特別委員会・発行　七戸町議会　・編集　議会広報編集特別委員会

　〒039-2792 青森県上北郡七戸町字森ノ上131番地４　TEL 0176-68-2965　FAX 0176-68-2804　　〒039-2792 青森県上北郡七戸町字森ノ上131番地４　TEL 0176-68-2965　FAX 0176-68-2804　

　しちのへ議会だよりウェブサイト　http：//ｗｗｗ.shichinohe.lg.jp/gyosei/gikai/gikai/　しちのへ議会だよりウェブサイト　http：//ｗｗｗ.shichinohe.lg.jp/gyosei/gikai/gikai/

　QRコード読み取り機能付きの携帯電話等で読み込むと、しちのへ議会だよりウェブサイトに接続できます。➡　QRコード読み取り機能付きの携帯電話等で読み込むと、しちのへ議会だよりウェブサイトに接続できます。➡



第 77号　（2）令和６年 8月１日 議 会 だ よ り

◆
七
戸
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
災
害

に
係
る
雑
損
控
除
額
等
の
特
例
を

定
め
る
た
め
改
正
。

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
七
戸
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　
　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
令
和
６
年
法
律
第
４
号
）

に
よ
り
、
定
額
減
税
の
実
施
、
外

形
標
準
課
税
関
連
の
改
正
、
固
定

資
産
税
等
関
係
の
改
正
、
譲
与
税

関
係
の
改
正
、
そ
の
他
税
負
担
軽

減
措
置
等
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に

伴
う
条
例
の
改
正
。

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
七
戸
町
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一

部
改
正
に
よ
る
改
正
内
容
に
準
じ

て
課
税
額
を
改
正
す
る
。

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
令
和
５
年
度
各
会
計
補
正
予
算

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
七
戸
町
過
疎
地
域
に
お
け
る
固
定

資
産
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支

援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ

く
地
方
税
の
課
税
免
除
又
は
不
均

一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ

る
期
間
を
令
和
９
年
３
月
31
日
ま

で
と
す
る
。☆

原
案
の
と
お
り
可
決

◆
七
戸
町
地
方
活
力
向
上
地
域
に
お

け
る
固
定
資
産
税
の
特
別
措
置
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

　
　

地
域
再
生
法
に
基
づ
く
固
定
資

産
税
の
特
別
措
置
（
課
税
免
除
）

が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
と
す
る
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
（
旧
天
間
舘
中
学
校
校
舎
ほ
か
解

体
工
事
）

　
　

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ

り
、
株
式
会
社
工
藤
組
に
落
札
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
締
結
を

議
会
の
議
決
に
付
す
。
契
約
金
額

は
、
４
億
２
６
８
０
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
（
旧
榎
林
中
学
校
校
舎
ほ
か
解
体

工
事
）

　
　

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ

り
、
株
式
会
社
小
又
建
設
に
落
札

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
締
結

を
議
会
の
議
決
に
付
す
。
契
約
金

額
は
、
３
億
１
２
９
５
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
（
旧
七
戸
体
育
館
ほ
か
解
体
工
事
）

　
　

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ

り
、
株
式
会
社
三
輪
建
設
に
落
札

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
締
結

を
議
会
の
議
決
に
付
す
。
契
約
金

額
は
、
１
億
１
６
６
０
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
令
和
６
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　
　

主
な
も
の
は
、
住
民
税
均
等
割

の
み
の
課
税
世
帯
及
び
住
民
税
非

課
税
世
帯
等
に
対
す
る
生
活
支
援

給
付
金
と
し
て
５
４
５
０
万
円
を

計
上
。
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

１
１
３
億
８
３
１
７
万
円
と
し

た
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
七
戸
町
副
町
長
の
選
任
に
つ
き
同

意
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
　

七
戸
町
副
町
長
に
仁
和
圭
昭
氏

を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
を
求
め

る
。

☆
原
案
の
と
お
り
同
意

◆
七
戸
町
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

に
つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て

　
　

教
育
委
員
会
委
員
に
、
山
田
典

郎
氏
を
再
任
し
た
い
こ
と
か
ら
同

意
を
求
め
る
。

☆
原
案
の
と
お
り
同
意

　
令
和
６
年
４
月
９
日
、
会
期
を
１
日
と
し
て
臨
時
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
臨
時
会
で
は
、
６
議
案
、
14
報
告
が
提
案
さ
れ
、
議
案
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結

果
、
全
事
件
が
原
案
の
と
お
り
承
認
・
可
決
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

第１回
臨時会

令和 6年

（４月９日開会）

審議内容

新副町長
仁和　圭昭 氏

専
決
処
分
事
項
の
報
告

令和 5 年度補正予算 補正額 予算総額
一　般　会　計　（第 14 号） △ 1,363 万 8 千円 129 億 7,550 万 2 千円

特別会計

国 民 健 康 保 険（第 5 号） △ 220 万 5 千円 18 億 131 万 1 千円
後 期 高 齢 者 医 療（第 5 号） 1,685 万 6 千円 4 億 6,072 万 3 千円
介 護 保 険（第 5 号） 2,894 万 5 千円 28 億 1,401 万 1 千円
介護サービス事業（第 2 号） 0（予算組替） 4,873 万円
七 戸 霊 園 事 業（第 2 号） 0（予算組替） 198 万 7 千円
公 共 下 水 道 事 業（第 5 号） △ 268 万 3 千円 6 億 3,844 万 7 千円
農業集落排水事業（第 5 号） △ 588 万 2 千円 8,671 万 8 千円

水道事業会計
（第 6 号）

収 益 的 収 入 △ 945 万円 3 億 6,057 万円
収 益 的 支 出 △ 1,924 万 1 千円 3 億 1,503 万 4 千円
資 本 的 収 入 147 万 3 千円 1 億 4,503 万円
資 本 的 支 出 △ 1,172 万 6 千円 3 億 6,632 万 9 千円

議

案



（3）　第 77号 令和６年 8月１日議 会 だ よ り

◆
令
和
６
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）

　
　

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す

る
生
活
支
援
給
付
金
等
に
３
４
０

　

０
万
円
、
シ
ス
テ
ム
改
修
委
託
料

４
６
３
万
１
０
０
０
円
の
ほ
か
、

　

合
計
４
５
８
８
万
６
０
０
０
円
を

補
正
。

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
令
和
６
年
度
水
道
事
業
会
計
補
正

予
算
（
第
１
号
）

　
　

支
出
予
算
科
目
の
営
業
費
用
及

び
特
別
損
失
に
９
６
０
０
万
円
を

補
正
。

☆
原
案
の
と
お
り
承
認

◆
七
戸
町
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

　
　

保
育
士
の
数
等
、
一
部
改
正
し

た
国
の
基
準
に
準
じ
て
改
正
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
（
町
道
荒
熊
内
大
通
り
線
流
末
排

水
路
整
備
工
事
（
第
１
工
区
））

　
　

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ

り
、
株
式
会
社
工
藤
組
に
落
札
と

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
締
結
を

議
会
の
議
決
に
付
す
。
契
約
金
額

は
、
６
３
２
５
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
工
事
請
負
契
約
の
締
結

　
（
町
道
荒
熊
内
大
通
り
線
流
末
排

水
路
整
備
工
事
（
第
２
工
区
））

　
　

条
件
付
き
一
般
競
争
入
札
に
よ

り
、
田
中
土
木
株
式
会
社
に
落
札

と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
契
約
締
結

を
議
会
の
議
決
に
付
す
。
契
約
金

額
は
、
４
９
２
２
万
５
０
０
０
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
物
品
購
入
契
約
の
締
結

　
（
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
（
Ｃ
Ｄ
―

Ⅰ
型
）
購
入
）

　
　

指
名
競
争
入
札
に
よ
り
、
有
限

会
社
丸
栄
消
機
に
落
札
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
契
約
締
結
を
議
会
の

議
決
に
付
す
。
契
約
金
額
は
、
３

　

２
８
９
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
町
道
路
線
の
認
定

　
（
路
線
名
：
昭
和
・
寺
沢
線
）

　
　

町
道
に
認
定
す
る
た
め
、
道
路

法
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

に
付
す
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
青
森
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の

共
同
処
理
す
る
事
務
の
変
更
及
び

青
森
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
規

約
の
変
更

　
　

令
和
６
年
度
か
ら
導
入
さ
れ
る

森
林
環
境
税
（
国
税
）
の
滞
納
整

理
に
関
す
る
事
務
を
同
組
合
と
共

同
処
理
す
る
事
務
に
加
え
る
た

め
、
規
約
を
変
更
す
る
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
令
和
６
年
度
各
会
計
補
正
予
算

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
【
追
加
議
案
】
物
品
購
入
契
約
の

締
結（
ス
ク
ー
ル
バ
ス
交
換
購
入
）

　
　

指
名
競
争
入
札
に
よ
り
、
青
森

日
野
自
動
車
株
式
会
社
十
和
田
営

業
所
に
落
札
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

　

契
約
締
結
を
議
会
の
議
決
に
付
す
。

契
約
金
額
は
、
２
２
１
０
万
円
。

☆
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
令
和
５
年
度
七
戸
町
一
般
会
計
繰

越
明
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告

　
　

令
和
６
年
度
へ
繰
り
越
し
た
７

事
業
を
報
告
す
る
。

◆
令
和
５
年
度
七
戸
町
一
般
会
計
事

故
繰
越
し
繰
越
計
算
書
の
報
告

　
　

や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
る
事

業
執
行
の
遅
れ
に
よ
り
、
支
出
で

き
な
か
っ
た
６
事
業
予
算
を
令
和

６
年
度
に
繰
り
越
す
。

◆
令
和
５
年
度
七
戸
町
公
共
下
水
道

事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越

計
算
書
の
報
告

　
　

令
和
６
年
度
へ
繰
り
越
し
た
１

事
業
を
報
告
す
る
。

◆
令
和
５
年
度
七
戸
町
水
道
事
業
会

計
継
続
費
繰
越
計
算
書
の
報
告

　
　

１
事
業
の
令
和
５
年
度
継
続
費

予
算
額
の
う
ち
、
支
出
が
終
わ
ら

な
か
っ
た
も
の
を
逓て
い
じ次
繰
り
越
す
。

第 2 回
定例会

令和 6年

（６月４日開会～６月７日閉会）

審議内容

　
令
和
６
年
第
２
回
定
例
会
は
、
６
月
４
日
か
ら
７
日
ま
で
の
４
日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
４
日
は
、
町
長
か
ら
12
議
案
、
６
報
告
の
事
件
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
の
説
明
が
行
わ
れ
、
５
日
は
、

議
員
５
名
に
よ
る
一
般
質
問
。
６
日
は
休
会
し
、
最
終
日
の
７
日
は
追
加
提
出
さ
れ
た
議
案
１
件
を
含
め
、

13
議
案
、
６
報
告
の
全
事
件
に
つ
い
て
議
案
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
全
事
件
が
原
案
の
と
お
り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

令和 6 年度補正予算 補正額 予算総額
一　般　会　計　（第 3 号） １億 1,541 万 3 千円 115 億 4,446 万 9 千円

特別会計
国 民 健 康 保 険（第１号） 355 万円 17 億 5,293 万 3 千円
後期高齢者医療（第１号） 83 万 9 千円 4 億 6,549 万 6 千円
介 護 保 険（第１号） 337 万 8 千円 27 億 2,947 万 1 千円

水道事業会計
（第 2 号）

収 益 的 収 入 △ 331 万円 3 億 6,498 万 1 千円
収 益 的 支 出 △ 60 万 8 千円 3 億 3,059 万 9 千円
資 本 的 収 入 △ 8,895 万 6 千円 1 億 3,773 万 7 千円
資 本 的 支 出 △ 4,895 万 6 千円 4 億 1,694 万 3 千円

下水道事業会計
（第 1 号）

収 益 的 収 入 △ 23 万 3 千円 3 億 1,792 万 9 千円
収 益 的 支 出 △ 23 万 3 千円 4 億 3,888 万 6 千円

専
決
処
分
事
項
の
報
告

議

案

報

告



第 77号　（4）令和６年 8月１日 議 会 だ よ り

６月定例会では、議員５人が一般質問を行い、活発な議論を展開しました。

頁 議員（質問順） 質　問　事　項

5 佐々木　寿　夫
○老朽水道管の更新について

○地域防災計画について

○子育て支援計画について

5 ～ 6 向中野　幸　八
○当町における買い物弱者について

○町郷土芸能保存会について

○介護保険について

6 ～ 7 山　本　泰　二
○七戸町の認知症への対応について

○介護福祉施設の状況について

7 中　野　正　章 ○民間企業に見習うなどして町職員の人材育成にもっと力を
　入れるべきではないか

8 哘　　　清　悦
○健康診断について

○苦情対応について

　「一般質問」は、行財政全般にわたる議員主
導による政策論議であり、３月、６月、９月、
12月の年４回の定例会で行われます。
　質問する議員も受ける執行機関も、ともに十
分な準備が必要であるため通告制※が採用され
ています。
　議員が行財政全般にわたり、事務の執行状況
及び将来の方針等について所信をただし、事実
関係を明らかにすることにより、現行の政策の
確認、変更、是正、あるいは新規の政策を採用
させる目的と効果があります。

ここが聞きたい！
６月定例会一般質問

住みよいまちづくりのために

※通告制とは、発言等をする場合、あらかじめ議長に対し
　発言要旨などを記載した文書を提出することです。



（5）　第 77号 令和６年 8月１日議 会 だ よ り

一
般
質
問

佐々木　寿夫 議員

１．老朽水道管の更新を
水道料金に転嫁しないように取り組むべき。

２．避難所の備蓄状況と自力で避難できない人への支援は。
３．「子育て支援」の具体的な取組は。

問　

敷
設
後
40
年
以
上
の
老

朽
水
道
管
は
ど
の
く
ら
い
あ

る
の
か
。
ま
た
、
更
新
計
画

及
び
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ

て
い
る
か
。

答　

町
長

　

水
道
管
の
総
延
長
は
、
約

２
４
１
ｋ
ｍ
で
、
そ
の
う
ち

敷
設
し
て
40
年
以
上
の
老
朽

管
は
、
約
１
５
７
ｋ
ｍ
、
割

合
は
65
．
２
％
で
あ
る
。

　

更
新
計
画
に
つ
い
て
は
、

令
和
７
年
度
ま
で
に
管
路
耐

震
化
計
画
を
策
定
、
令
和
８

年
度
ま
で
に
施
設
の
再
構
築

や
規
模
の
適
正
化
を
考
慮
し

た
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

（
資
産
管
理
）
を
実
施
す
る
。

　

令
和
６
年
度
の
更
新
工
事

は
、
総
延
長
約
３
ｋ
ｍ
を
予

定
し
て
お
り
、
進
捗
状
況
は

毎
年
全
体
の
約
１
％
で
あ
る
。

問　

避
難
所
の
生
活
必
需
品

の
備
蓄
状
況
は
。
ト
イ
レ
は

確
保
さ
れ
て
い
る
か
。

答　

町
長

　

備
蓄
品
は
、
保
存
食
、
飲

料
水
、
毛
布
、
簡
易
ベ
ッ
ド
、

携
帯
用
簡
易
ト
イ
レ
、
子
供

用
お
む
つ
、
生
理
用
品
を
備

蓄
し
て
い
る
。

　

災
害
発
生
時
に
は
、
県
内

市
町
村
と
の
協
定
や
、
大
型

商
業
施
設
や
商
工
会
、
建
設

業
協
同
組
合
と
の
連
携
協
定

に
よ
り
、
確
保
す
る
体
制
を

整
え
て
い
る
。
ト
イ
レ
に
つ

い
て
は
、
建
設
業
協
同
組
合

と
の
協
定
に
よ
り
、
仮
設
ト

イ
レ
を
借
り
受
け
る
体
制
を

整
え
て
い
る
。

問　

自
力
で
の
避
難
が
困
難

な
高
齢
者
や
障
が
い
者
の
避

難
は
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
。

答　

町
長

　

社
会
福
祉
施
設
14
施
設
を

福
祉
避
難
所
と
し
て
開
設
し
、

町
職
員
等
で
構
成
す
る
要
配

慮
者
支
援
班
で
福
祉
避
難
所

へ
移
送
す
る
。

問　

子
育
て
支
援
計
画
に
つ

い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
考
え
て
い
る
か
。

答　

町
長

　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

に
基
づ
く
「
第
３
期
七
戸
町

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

計
画
」
を
令
和
６
年
度
内
を

目
途
に
決
定
す
る
予
定
と
し

て
い
る
。

問　

県
の
給
食
費
の
無
償
化

と
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
。

答　

町
長

　

県
発
表
の
「
学
校
給
食
費

無
償
化
等
子
育
て
支
援
市
町

村
交
付
金
事
業
」
は
、
県
の

「
の
び
の
び
あ
お
も
り
子
育

て
プ
ラ
ン
」
の
施
策
内
容
に

合
致
し
て
い
る
事
業
と
考
え

て
い
る
。

　

町
と
し
て
も
、
県
の
プ
ラ

ン
と
整
合
性
を
図
り
、
交
付

金
を
積
極
的
に
活
用
し
て
い

く
。

　

学
校
給
食
費
無
償
化
事
業

は
、
当
町
は
既
に
実
施
済
み

の
た
め
、
交
付
金
を
活
用
で

き
な
い
。
そ
の
他
の
新
規
事

業
と
し
て
、
０
～
２
歳
児
ま

で
の
保
育
料
の
無
償
化
事
業

や
小
・
中
学
校
修
学
旅
行
費

へ
の
助
成
事
業
な
ど
、
切
れ

目
の
な
い
子
育
て
支
援
事
業

を
展
開
す
る
た
め
、
庁
内
で

検
討
を
重
ね
て
い
る
。

問　

食
料
品
な
ど
の
買
い
物

に
不
自
由
や
不
安
を
抱
え
る

買
い
物
弱
者
の
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
取
組
を
し
て
い
く

の
か
。

答　

町
長

　

民
間
路
線
バ
ス
が
運
行
さ

れ
て
い
な
い
公
共
交
通
空
白

地
を
解
消
す
る
た
め
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
運
行
し
て

い
る
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利

用
者
は
、
高
齢
者
が
多
く
を

占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乗

車
体
験
会
の
実
施
に
よ
る
不

安
解
消
や
利
用
者
の
外
出
状

況
等
を
調
査
し
、
公
共
交
通

の
維
持
、
再
編
に
努
め
て
い

く
。

問　

こ
こ
数
年
、
郷
土
芸
能

保
存
会
の
脱
会
が
数
件
出
て

い
る
が
、
現
状
を
ど
う
捉
え

て
い
る
の
か
。（

次
頁
へ
続
く
）

水
道
料
金
に
転
嫁
し
な
い

よ
う
更
新
計
画
に
取
り
組

む
べ
き

１．買い物に不便をきたしている人に対応した取組を。
２．郷土芸能を保存・継続するための町の取組は。
３．介護保険料の算定に影響を与える要因は何か。

向中野　幸八 議員

災
害
発
生
時
、
避
難
所
で

の
様
々
な
問
題
に
し
っ
か

り
と
対
応
を

子
育
て
支
援
計
画
に
し
っ

か
り
取
り
組
む
べ
き

安
心
し
て
買
い
物
が

で
き
る
よ
う
に
対
策
を

郷
土
芸
能
を
伝
承
継
続

し
て
い
く
た
め
の
取
組
は



一
般
質
問

第 77号　（6）令和６年 8月１日 議 会 だ よ り

問　

認
知
症
の
人
は
何
人
い

る
の
か
。

答　

町
長

　

令
和
６
年
４
月
現
在
、
主

治
医
意
見
書
の
集
計
結
果
か

ら
、
１
１
１
２
人
と
な
っ
て

い
る
。

問　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
を
受
講
し
た
人
数
は
。

答　

町
長

　

平
成
22
年
か
ら
令
和
５
年

度
ま
で
の
14
年
間
で
、
延
べ

45
回
開
催
し
、
認
知
症
サ
ポ

ー
タ
ー
の
数
は
、
９
０
２
名

と
な
っ
て
い
る
。

問　

認
知
症
初
期
集
中
支
援

チ
ー
ム
の
活
動
状
況
は
。

答　

町
長

　

町
民
や
介
護
支
援
事
業
所

等
か
ら
相
談
を
受
け
た
方
を

訪
問
し
、
必
要
な
医
療
や
介

護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
家
族

支
援
な
ど
の
初
期
支
援
を
６

カ
月
間
に
集
中
し
て
行
っ
て

い
る
。

問　

一
人
暮
ら
し
の
認
知
症

の
方
へ
の
支
援
は
。

答　

町
長

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

に
お
い
て
、
一
人
暮
ら
し
高

齢
者
台
帳
を
も
と
に
、
民
生

委
員
や
ほ
の
ぼ
の
協
力
員
と

連
携
し
見
守
り
体
制
を
構
築

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
関
係
機
関
か
ら
の

情
報
提
供
を
も
と
に
、
自
宅

訪
問
に
よ
り
生
活
実
態
を
調

査
し
、
専
門
医
へ
の
受
診
や

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ

な
げ
る
な
ど
、
適
切
な
支
援

を
行
っ
て
い
る
。

問　

認
知
症
カ
フ
ェ
の
開
催

状
況
は
。

答　

町
長

　

令
和
５
年
度
は
、
七
戸
・

天
間
林
両
地
区
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
５
回
行
い
、
延
べ

77
人
が
利
用
し
て
い
る
。

問　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
の
治
療
薬
レ
カ
ネ
マ

ブ
が
保
険
適
用
と
な
っ
た
が
、

治
療
に
対
し
て
町
か
ら
援
助

す
る
考
え
は
あ
る
か
。

答　

町
長

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
町
か
ら

の
援
助
は
考
え
て
い
な
い
が
、

レ
カ
ネ
マ
ブ
に
よ
る
治
療
に

つ
い
て
は
、
公
的
医
療
保
険

の
対
象
で
あ
る
た
め
、
高
額

療
養
費
制
度
を
活
用
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
る
。

問　

認
知
症
の
人
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
す
る
た

め
、
町
民
の
援
助
を
ど
の
よ

う
に
求
め
て
い
く
の
か
。

答　

町
長

　

認
知
症
の
正
し
い
理
解
と

普
及
を
行
う
と
と
も
に
、
認

知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

を
実
施
し
、
見
守
り
体
制
の

強
化
を
図
る
。

問　

介
護
施
設
、
福
祉
施
設

は
い
く
つ
あ
る
か
。

答　

町
長

　

令
和
６
年
５
月
１
日
現

在
、
通
所
型
施
設
が
４
事
業

所
、
入
所
型
施
設
が
４
事
業

所
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
が
３

事
業
所
と
な
っ
て
い
る
。

問　

在
宅
で
介
護
を
受
け
て

い
る
人
は
何
人
い
る
か
。

答　

町
長

　

令
和
６
年
３
月
現
在
、
６

１．地域全体で認知症の方を見守る体制が必要。
２．介護福祉施設職員の減少によるサービス低下や

人権侵害の防止対策は。

山本　泰二 議員

答　

教
育
長

　

後
継
者
の
減
少
・
不
在
か

ら
保
存
会
存
続
の
危
機
に
さ

ら
さ
れ
て
お
り
、
令
和
５
年

度
で
は
、
榎
林
神
楽
保
存
会
、

上
原
子
剣
舞
保
存
会
が
、
町

の
保
存
会
か
ら
脱
会
す
る
な

ど
、
郷
土
芸
能
の
伝
承
が
極

め
て
厳
し
く
な
っ
て
い
る
。

問　

郷
土
芸
能
保
存
会
の
団

体
数
は
、
町
村
合
併
時
点
で

12
団
体
あ
っ
た
が
、
活
動
継

続
が
厳
し
く
な
り
、
７
団
体

に
減
少
し
た
。

　

郷
土
芸
能
の
保
存
継
続
の

た
め
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に

取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

答　

教
育
長

　

現
在
、「
記
録
の
保
存
」、

「
映
像
の
保
存
」
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
立
ち
振
る
舞
い

だ
け
で
は
な
く
、
芸
能
の
真

価
や
意
義
も
記
録
し
、
保
存

し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
児
童
生
徒
に
郷
土

芸
能
に
触
れ
合
う
時
間
を
設

け
る
た
め
、
小
中
学
校
に
対

し
て
郷
土
の
歴
史
、
文
化
を

学
ぶ
時
間
に
郷
土
芸
能
を
活

用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
提

案
し
て
い
る
。
引
き
続
き
郷

土
芸
能
の
伝
承
に
努
め
て
い

く
。

問　

全
国
的
に
介
護
保
険
料

が
年
々
膨
ら
み
、
住
民
の
負

担
や
自
治
体
の
負
担
が
増
し

て
い
る
状
況
で
あ
る
。

　

当
町
の
保
険
料
が
、
県
内

で
一
番
高
い
の
は
な
ぜ
か
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
料
の
算

定
に
影
響
を
与
え
る
要
因
に

は
何
が
あ
る
の
か
。

答　

町
長

　

介
護
保
険
料
が
高
い
要
因

は
、
高
齢
化
率
が
高
い
こ
と
、

高
齢
者
世
帯
が
多
く
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
割
合
が

高
い
こ
と
、
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
に
よ
り
、
介
護
を
受

け
や
す
い
環
境
に
あ
る
こ
と
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
が
多
い

た
め
、
保
険
料
基
準
額
が
高

く
な
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
料
の
算

定
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

要
因
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
給

付
見
込
額
の
推
計
で
あ
り
、

当
町
の
要
介
護
認
定
率
は
、

20
．
０
％
で
、
県
内
で
６
番

目
に
高
い
水
準
と
な
っ
て
い

る
。 介

護
保
険
料
の
算
定
に
影

響
を
与
え
る
要
因
は
何
か

認
知
症
の
方
へ
の
援
助
を

町
民
に
ど
の
よ
う
に

求
め
る
の
か

介
護
福
祉
施
設
職
員
数
の

減
少
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
低

下
や
人
権
侵
害
を
防
止
す

る
対
策
は



（7）　第 77号 令和６年 8月１日議 会 だ よ り

一
般
質
問

７
１
人
と
な
っ
て
い
る
。

問　

通
所
者
、
入
所
者
、
在

宅
要
介
護
者
の
数
に
対
し
て
、

対
応
す
る
職
員
数
は
十
分
で

あ
る
か
。

答　

町
長

　

令
和
６
年
５
月
に
行
っ
た

事
業
者
及
び
従
事
者
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
28
．

９
％
が
十
分
で
あ
る
と
い
う

回
答
を
得
て
い
る
。

問　

通
所
、
入
所
に
お
け
る

苦
情
を
受
け
付
け
る
体
制
は

あ
る
か
。

答　

町
長

　

苦
情
を
受
け
付
け
る
体
制

は
、
内
容
に
よ
り
、
担
当
ケ

ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、
介
護
事

業
所
及
び
介
護
施
設
、
介
護

高
齢
課
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
、
青
森
県
運
営
適
正

化
委
員
会
で
対
応
し
て
い
る
。

　

市
町
村
を
ま
た
ぐ
案
件
や
、

調
査
や
指
導
が
難
し
い
場
合

は
、
青
森
県
国
民
健
康
保
険

団
体
連
合
会
で
受
け
付
け
、

対
応
し
て
い
る
。

問　

施
設
の
職
員
数
減
少
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
人

権
の
侵
害
な
ど
を
ど
の
よ
う

に
防
ぐ
の
か
。

答　

町
長

　

令
和
６
年
度
か
ら
す
べ
て

の
介
護
施
設
に
、
高
齢
者
虐

待
防
止
の
推
進
が
義
務
化
さ

れ
、
虐
待
の
発
生
又
は
再
発

を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
義
務
付
け
さ

れ
た
。
措
置
が
講
じ
ら
れ
な

い
場
合
は
、
基
本
報
酬
の
減

額
対
象
と
な
る
。

　

ま
た
、
高
齢
者
の
生
命
又

は
身
体
に
重
大
な
危
険
が
生

じ
て
い
る
場
合
は
、
速
や
か

な
市
町
村
へ
の
通
報
も
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

が
一
定
の
抑
止
効
果
と
な
る

も
の
と
見
込
ん
で
い
る
。

１．民間企業に見習うなどして、町職員の
人材育成にもっと力を入れるべきではないか。

中野　正章 議員

問　

職
員
の
人
材
育
成
と
し

て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行

わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が

上
が
っ
て
い
る
の
か
。

答　

町
長

　

職
員
の
人
材
育
成
と
し
て
、

青
森
県
自
治
研
修
所
及
び
千

葉
市
に
あ
る
市
町
村
職
員
中

央
研
修
所
で
の
研
修
を
受
講

さ
せ
て
い
る
。

　

職
員
に
は
、
常
に
改
革
・

改
善
を
考
え
、
チ
ャ
レ
ン
ジ

を
続
け
る
姿
勢
と
住
民
感
覚

を
保
持
し
、
高
い
倫
理
観
・

使
命
感
を
も
っ
て
業
務
を
遂

行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の

研
修
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ

り
、
職
員
の
資
質
や
能
力
の

向
上
、
他
市
町
村
職
員
と
の

連
携
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る

も
の
と
考
え
て
い
る
。

問　

職
員
個
々
の
改
善
提
案

の
吸
い
上
げ
は
ど
の
よ
う
に

行
わ
れ
て
い
る
か
。

答　

町
長

　

町
で
は
、
副
町
長
を
委
員

長
と
す
る
「
行
政
事
務
改
善

委
員
会
」
を
設
け
、
改
善
提

案
の
吸
い
上
げ
、
内
容
の
検

討
を
行
っ
て
い
る
。

　

改
善
提
案
が
あ
る
場
合
は
、

各
課
に
お
い
て
職
員
の
提
案

内
容
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
総

務
課
に
て
取
り
ま
と
め
し
、

行
政
事
務
改
善
委
員
会
に
諮

っ
て
い
る
。

問　

改
善
意
識
を
高
め
る
た

め
に
、
民
間
で
行
わ
れ
て
い

る
職
員
提
案
制
度
に
取
り
組

む
べ
き
で
は
な
い
か
。

答　

町
長

　

行
政
事
務
改
善
委
員
会
に

よ
る
事
業
・
事
務
等
の
改
善

を
図
っ
て
い
く
方
法
に
お
い

て
、
過
去
に
お
い
て
多
様
な

提
案
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
職
員
は

自
由
に
提
案
で
き
る
状
況
に

あ
り
、
事
務
の
改
善
・
改
革

に
取
り
組
む
意
識
は
高
い
も

の
と
考
え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
職
員
に
は
、

行
政
事
務
改
善
委
員
会
へ
の

積
極
的
な
提
案
を
お
願
い
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。

問　

外
回
り
専
門
の
営
業
部

員
を
設
け
、
町
の
Ｐ
Ｒ
、
当

町
出
身
者
と
の
コ
ン
タ
ク
ト

を
取
る
な
ど
し
て
、
企
業
誘

致
に
結
び
付
け
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

答　

町
長

　

役
場
な
ど
公
務
に
関
係
す

る
事
業
所
に
お
い
て
は
、
民

間
企
業
の
よ
う
な
外
回
り
専

門
の
営
業
職
員
を
置
く
こ
と

は
、
各
部
署
の
業
務
内
容
か

ら
難
し
い
も
の
と
考
え
て
い

る
。

　

町
の
Ｐ
Ｒ
、
企
業
誘
致
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
も
引

き
続
き
取
り
組
ん
で
い
く
。

　

現
在
、
町
の
Ｐ
Ｒ
に
関
す

る
業
務
に
つ
い
て
は
、
町
の

物
産
協
会
や
観
光
協
会
と
連

携
し
な
が
ら
、
首
都
圏
で
の

町
物
産
品
や
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ

販
売
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
際
、
首
都
圏
在
住
の

七
戸
町
出
身
者
で
構
成
す
る

「
東
京
七
戸
会
」
の
会
員
に

も
参
加
・
協
力
い
た
だ
く
と

も
に
、
様
々
な
ご
意
見
や
ご

提
案
を
い
た
だ
く
な
ど
、
町

と
の
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た

だ
い
て
い
る
。

職
員
提
案
制
度
に
取
り
組

み
、
外
回
り
専
門
の
営
業

部
員
を
設
け
て
企
業
誘
致

に
結
び
付
け
る
べ
き



一
般
質
問

第 77号　（8）令和６年 8月１日 議 会 だ よ り

1．健康診断の受診率向上のための取組は。
2．健康診断及びワクチン接種に関する苦情とそれらへの対応は。
3．町民からの苦情をどのような方法で情報共有しているのか。
4．行政機能の分散によりどのような苦情が寄せられたのか。

哘　　清悦 議員

問　

昨
年
度
の
健
康
診
断
の

対
象
者
数
と
受
診
率
は
。
受

診
し
な
い
人
の
主
な
理
由
は
。

答　

町
長

　

令
和
５
年
度
の
国
民
健
康

保
険
加
入
者
の
40
歳
か
ら
74

歳
の
特
定
健
診
対
象
者
は
、

２
８
５
１
人
。
そ
の
う
ち
受

診
し
た
方
は
、
１
０
９
３
人
、

受
診
率
38
．
３
％
と
な
っ
て

い
る
。

　

町
が
把
握
す
る
受
診
し
な

い
理
由
は
、
「
か
か
り
つ
け

の
病
院
で
受
け
る
」
「
入
・

通
院
中
で
あ
る
」
「
勤
め
先

で
受
け
る
」
「
受
診
し
た
く

な
い
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

問　

受
診
率
向
上
の
た
め
に

ど
の
よ
う
な
取
組
を
行
っ
て

い
る
か
。

答　

町
長

　

対
象
者
へ
申
込
書
を
郵
送

す
る
ほ
か
、
広
報
誌
や
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
等
に
案
内
を
掲
載

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
受
診
し
な
い
理
由

を
集
計
・
分
析
し
、
受
診
勧

奨
通
知
は
が
き
を
送
付
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
、
40
代
・
50
代
の

受
診
料
無
料
化
や
、
受
診
し

や
す
い
日
曜
・
祝
日
に
健
診

を
開
催
し
て
い
る
。

問　

当
町
の
健
康
診
断
は
、

民
間
の
病
院
で
も
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
し
た
こ
と
が
あ
る

か
。
現
在
そ
う
し
て
い
な
い

理
由
は
な
ぜ
か
。

答　

町
長

　

平
成
22
年
度
か
ら
24
年
度

ま
で
の
３
年
間
、
特
定
健
診

未
受
診
者
対
策
と
し
て
、
町

内
民
間
の
病
院
に
受
診
者
が

直
接
申
し
込
み
を
行
い
受
診

す
る
個
別
健
診
事
業
を
行
っ

て
い
た
。

　

し
か
し
、
受
診
者
数
が
年

間
10
人
ほ
ど
で
、
受
診
率
向

上
に
寄
与
す
る
ま
で
に
至
ら

な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
以
降

は
実
施
し
て
い
な
い
。

問　

健
康
診
断
の
結
果
、
精

密
検
査
を
勧
め
る
結
果
と
な

っ
た
割
合
と
、
精
密
検
査
を

受
け
た
人
で
異
常
が
な
か
っ

た
人
の
割
合
は
。

答　

町
長

　

令
和
４
年
度
に
実
施
し
た

国
が
推
奨
す
る
５
種
類
の
が

ん
検
診
の
結
果
で
は
、
延
べ

受
診
者
は
７
０
２
２
人
で
、

そ
の
う
ち
精
密
検
査
が
必
要

と
な
っ
た
人
は
３
１
８
人
、

４
．
５
％
と
な
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
精
密
検
査
を
受

け
た
方
は
２
５
８
人
で
、
検

査
の
結
果
、
異
常
が
な
か
っ

た
人
は
82
人
、
31
．
８
％
と

な
っ
て
い
る
。

問　

健
康
診
断
及
び
コ
ロ
ナ

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
関
す
る
町

民
か
ら
の
苦
情
は
あ
る
か
。

そ
れ
ら
の
苦
情
に
ど
の
よ
う

に
対
応
し
て
い
る
の
か
。

答　

町
長

　

特
定
健
診
や
が
ん
検
診
の

苦
情
は
な
い
が
、
コ
ロ
ナ
ワ

ク
チ
ン
接
種
後
の
体
調
不
良

等
の
相
談
が
11
件
あ
り
、
保

健
師
が
症
状
を
聞
き
取
り
し
、

か
か
り
つ
け
医
や
接
種
し
た

医
療
機
関
へ
の
受
診
を
勧
め

て
い
る
。

問　

町
民
か
ら
の
苦
情
を
今

後
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
反
映

さ
せ
る
た
め
、
ど
の
よ
う
な

方
法
で
情
報
共
有
を
図
っ
て

い
る
の
か
。

答　

町
長

　

町
民
か
ら
の
苦
情
等
は
、

回
答
が
必
要
な
場
合
は
、
各

担
当
課
か
ら
連
絡
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、
重
要
事
項
に

つ
い
て
は
、
毎
月
開
催
す
る

課
長
会
議
や
庁
内
職
員
メ
ー

ル
等
で
情
報
共
有
し
て
い
る
。

問　

来
庁
者
が
役
場
の
手
続

き
に
関
し
て
、
本
庁
舎
、
七

戸
庁
舎
、
保
健
セ
ン
タ
ー
、

道
の
駅
し
ち
の
へ
道
路
・
観

光
情
報
館
に
行
政
機
能
が
分

散
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

施
設
間
の
移
動
が
必
要
に
な

る
な
ど
不
便
が
生
じ
て
い
る

と
の
認
識
の
よ
う
だ
が
、
町

民
か
ら
具
体
的
に
苦
情
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

内
容
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答　

町
長

　

来
庁
者
が
対
応
で
き
な
い

庁
舎
に
出
向
い
て
し
ま
い
、

他
の
庁
舎
へ
移
動
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、
し
ば

し
ば
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。

問　

本
庁
舎
を
移
転
す
る
こ

と
は
、
町
村
合
併
の
際
の
合

意
事
項
に
反
す
る
と
不
満
に

感
じ
て
い
る
町
民
が
天
間
林

地
区
に
多
い
と
感
じ
て
い
る
。

町
長
は
ど
う
感
じ
た
の
か
。

答　

町
長

　

昨
年
、
新
庁
舎
建
設
に
関

す
る
町
民
説
明
会
を
開
催
し

た
際
、
参
加
さ
れ
た
方
か
ら

は
様
々
な
ご
意
見
を
頂
き
、

中
に
は
、
議
員
の
お
っ
し
ゃ

る
よ
う
な
ご
意
見
も
あ
っ
た

こ
と
は
承
知
し
て
い
る
。

　

町
村
合
併
に
お
け
る
合
併

協
定
項
目
に
お
い
て
は
、
事

務
所
の
位
置
を
「
天
間
林
村

役
場
」
と
し
て
い
た
が
、
合

併
後
、
十
数
年
が
経
過
し
、

建
物
の
老
朽
化
や
、
本
庁
舎

及
び
七
戸
庁
舎
の
２
庁
舎
体

制
に
お
け
る
課
題
と
い
っ
た

も
の
も
見
え
て
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
も
踏
ま
え
、

新
庁
舎
建
設
に
向
け
て
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
。

　

新
庁
舎
建
設
に
関
し
て
は
、

平
成
28
年
の
議
員
全
員
協
議

会
に
お
い
て
、
荒
熊
内
地
区

の
用
地
取
得
に
関
し
、
公
共

施
設
の
集
積
を
進
め
て
い
き

た
い
と
、
ご
説
明
申
し
上
げ

て
い
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
議
会
に
お
い

て
も
、
新
庁
舎
建
設
に
関
す

る
説
明
を
し
て
お
り
、
議
員

の
皆
さ
ん
に
は
理
解
を
頂
い

て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。

健
康
診
断
の
受
診
率
を
向

上
さ
せ
る
た
め
の
取
組
は

健
康
診
断
及
び
ワ
ク
チ
ン
接

種
に
関
す
る
苦
情
と
そ
れ
ら

へ
の
対
応
は

町
民
か
ら
の
苦
情
の

情
報
共
有
の
方
法
は

行
政
機
能
の
分
散
に
対
す
る

町
民
か
ら
の
苦
情
は



「二ツ森貝塚ジュニアガイド」の紹介
　みなさん、「二ツ森貝塚ジュニアガイド」って、知っていますか！？
　二ツ森貝塚館のお客様は、大人の方だけではなく、家族連れなど、たくさんの子どもたちも
来てくれます。そんな子どもたちの見学体験がより深められるように、小中学生が「二ツ森貝
塚ジュニアガイド」として大人のガイドとはひと味違った、子ども目線でのガイドをしています。
　昨年度までは、館内のガイドだけでし
たが、今年度は、いよいよ史跡公園のガ
イドにも挑戦します。
　ジュニアガイドの友達も募集していま
す。僕たちと一緒に活動しませんか！地
域の宝を一緒に伝えていきましょう‼

＠ジュニアガイドの活動日
　毎月、第１日曜日　午前 11時
　　　　第３土曜日　午後 ２ 時
　予約不要で時間までに二ツ森貝塚館
　のエントランスに集合してください。
問合せ先　二ツ森貝塚館　☎ 68 – 2612

（9）　第 77号 令和６年 8月１日議 会 だ よ り

　皆さん、こんにちは。議会についての 〝？〟をにんに君が解説する「教えて！にんに君」コーナーです。
　今回は、七戸町の「二元代表制」の話です。

《教えて！にんに君》

　町長と議員は、両方とも町民の直接選挙で選ばれて、七戸町の運営にあたっています。
　この「両者を直接選挙で選ぶという制度」を「二元代表制」といいます。
　この制度の一番の特徴は、町長も議員も、どちらも町民を代表しているところです。
　町民に選ばれた人だからこそ、町長も、議員も、住民に対して直接責任を負ってい
るのです。

Ｑ．「二元代表制」とは、どんな制度なの？

　町長は、事務を執行する機関すなわち役場の長で、議員は、その執行について審議
する議事機関すなわち議会の一員です。
　両者は、独立して対等な関係であると同時に、お互いに緊張関係を保ちながら、協
力して町政運営にあたる責任があるのです。

Ｑ．町長と議員は、どのような関係なの？

Ｑ．議会は、どんな役割を担っているのかな？

　議会は、行政サービスを提供するための最終意思決定機関です。
次のような役割があります。
①　予算や決算、条例の制定と改廃、町が締結する契約など、　
　その可否を決定する役割。
②　政策を提案する役割。
③　政策を監視する役割。
　議会がこの役割を果たすことで、より良い行政サービスにつな
げることができるのです。



第 77号　（10）令和６年 8月１日 議 会 だ よ り

総
務
企
画
常
任
委
員
会

開
催
日
　
令
和
６
年
５
月
13
日

案
　
件
　
・
令
和
６
年
度
各
課
事
務
事
業
計
画

　
　
　
　
・
６
月
定
例
会
に
お
け
る
各
課
懸
案
事
項

　
　
　
　
・
令
和
５
年
度
徴
収
見
込
み
（
税
務
課
）

内
　
容
　
・
各
課
長
よ
り
事
務
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
、

　
説
明
を
受
け
協
議
し
た
。

　
　
　
　
・
懸
案
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
課
長
よ
り
説
明

　
を
受
け
協
議
し
た
。

　
　
　
　
・
税
務
課
長
よ
り
、
令
和
５
年
度
各
税
徴
収
見

　
込
み
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

建
設
産
業
常
任
委
員
会

開
催
日
　
令
和
６
年
５
月
14
日

案
　
件
　
・
令
和
６
年
度
各
課
事
務
事
業
計
画

　
　
　
　
・
６
月
定
例
会
に
お
け
る
各
課
懸
案
事
項

　
　
　
　
・
滞
納
状
況
に
つ
い
て（
建
設
課
・
上
下
水
道
課
）

内
　
容
　
・
各
課
長
よ
り
事
務
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
、

　
説
明
を
受
け
協
議
し
た
。

　
　
　
　
・
懸
案
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
課
長
よ
り
説
明

　
を
受
け
協
議
し
た
。

　
　
　
　
・
建
設
課
長
、
上
下
水
道
課
長
よ
り
、
住
宅
使

　
用
料
及
び
上
下
水
道
料
の
滞
納
状
況
に
つ
い

　
て
説
明
を
受
け
た
。

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

開
催
日
　
令
和
６
年
５
月
15
日

案
　
件
　
・
令
和
６
年
度
各
課
事
務
事
業
計
画

　
　
　
　
・
６
月
定
例
会
に
お
け
る
各
課
懸
案
事
項

内
　
容
　
・
各
課
長
よ
り
事
務
事
業
計
画
等
に
つ
い
て
、

　
説
明
を
受
け
協
議
し
た
。

　
　
　
　
・
懸
案
事
項
に
つ
い
て
、
関
係
課
長
よ
り
説
明

　
を
受
け
協
議
し
た
。

議
会
運
営
委
員
会

開
催
日
　
令
和
６
年
５
月
20
日
、
６
月
４
日

案
　
件
　
・
６
月
定
例
会
の
会
期
日
程
等

　
　
　
　
・
議
案
の
追
加
に
つ
い
て

内
　
容
　
・
総
務
課
長
及
び
財
政
課
長
よ
り
提
出
議
案

　
　
　
　
　（
追
加
議
案
含
む
）
等
の
説
明
を
受
け
審
査

　
し
た
。

　
　
　
　
・
一
般
質
問
通
告
書
に
つ
い
て
、
５
人
の
質
問

　
内
容
等
を
審
査
し
た
。

　
　
　
　
・
陳
情
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
陳
情
１
件

　
を
資
料
配
付
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
・
会
期
に
つ
い
て
、
日
程
を
審
議
し
た
。

　
　
　
　
・
議
員
派
遣
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
７
月
17
日
、

　
全
議
員
を
青
森
県
町
村
議
会
議
長
会
主
催
の

　
議
員
研
修
会
に
派
遣
す
る
こ
と
を
決
議
し
た
。

　
　
　
　
・
議
案
第
57
号
　
物
品
購
入
契
約
の
締
結
に
つ

　
い
て
（
ス
ク
ー
ル
バ
ス
交
換
購
入
）
を
６
月

　
定
例
会
の
日
程
に
加
え
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

開
催
日
　
令
和
６
年
５
月
29
日

会
議
名
　
令
和
６
年
度
町
村
議
会
広
報
研
修
会

場
　
所
　
青
森
県
労
働
福
祉
会
館
（
青
森
市
）

内
　
容
　
議
会
だ
よ
り
制
作
の
基
本
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て

講
義
を
受
け
た
。

開
催
日
　
令
和
６
年
７
月
４
日
、
16
日

案
　
件
　
・
議
会
だ
よ
り
の
編
集

内
　
容
　
・
第
77
号
の
編
集
作
業
を
実
施
し
た
。

た
ら
よ
い
か
、
常
に
議
会
で

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
議
会

の
活
動
を
町
民
の
皆
様
に
広

く
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
が

大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
、

親
し
み
や
す
く
わ
か
り
や
す

い
議
会
だ
よ
り
づ
く
り
を
心

が
け
て
ま
い
り
ま
す
。（

山
本
）

七
戸
町
議
会

議
　
長
　
附
　
田
　
俊
　
仁

議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

委
員
長
　
山
　
本
　
泰
　
二

副
委
員
長
　
藤
　
井
　
夏
　
子

委
　
員
　
向
中
野
　
幸
　
八

委
　
員
　
中
　
野
　
正
　
章

　
七
戸
町
の
二
ツ
森
貝
塚
が
、

世
界
遺
産
「
北
海
道
・
北
東

北
の
縄
文
遺
跡
群
」
の
構
成

資
産
の
一
つ
と
し
て
登
録
さ

れ
て
７
月
27
日
で
３
周
年
を

迎
え
ま
し
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
七
戸
町
の

Ｐ
Ｒ
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
す
。

議
会
で
も
こ
の
魅
力
を
町
の

活
性
化
に
つ
な
げ
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
、
提
案
や
議
論

が
重
ね
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
町
の
魅
力
は
そ
の
ほ
か
に

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
町

の
い
い
と
こ
ろ
を
効
果
的
に

発
信
す
る
た
め
に
は
ど
う
し

編
集
後
記

編
集
後
記

委
員
会
の
動
き

委
員
会
の
動
き

委
員
会
の
動
き


